
社会保障
382,938
(33.2％)

地方交付税
交付金等
188,728
(16.4％)

防衛関係費
86,691
(7.5％)

公共事業
60,858
(5.3％)

文教及び
科学振興

56,560
(4.9％)

その他
94,025
(8.2％)

債務償還費
176,693
(15.3％)

利払費等
105,485
(9.2％)

国債費
282,179
(24.5％)

一般歳出
681,071
(59.1％)

一般会計

歳出総額

1,151,978

(100.0％)

（（１１））歳歳出出内内訳訳

（単位：億円）

１．令和７年度一般会計予算

国の一般会計歳出では、社会保障関係費と地方交付税交付金等と国債費（国債の元利払いに充てら
れる費用）で歳出全体の約４分の３を占めています。

Ⅰ．我が国財政の現状

第１部 我が国財政について

※「一般歳出」とは、歳出総額から国債費及び地方
交付税交付金等を除いた経費のこと。

※「基礎的財政収支対象経費」（＝歳出総額のうち
国債費の一部を除いた経費のこと。当年度の政策
的経費を表す指標）は、873,323（75.8％）

（注１） 計数については、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。
（注２） 一般歳出における社会保障関係費の割合は56.2％。

予算（令和７年度）

食料安定供給 12,609 （1.1％）
エネルギー対策 8,111 （0.7％）
経済協力 5,050 （0.4％）
中小企業対策 1,695 （0.1％）
恩給 623 （0.1％）
その他の事項経費 58,543 （5.1％）
予備費 7,395 （0.6％）
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租税及び印紙収入

778,190

(67.6％)

所得税
226,660
(19.7％)

法人税
192,450
(16.7％)

公債金
286,471
(24.9％)

消費税
249,080
(21.6％)

その他
110,000
(9.5％)

一般会計

歳入総額

1,151,978

(100.0％)

特例公債
218,561
(19.0％)

建設公債
67,910
(5.9％)

その他収入
87,318
(7.6％)

相続税 34,610（3.0％）
揮発油税 19,760（1.7％）
酒税 11,740（1.0％）
関税 9,890（0.9％）
たばこ税 9,530（0.8％）
石油石炭税 6,010（0.5％）
自動車重量税 4,070（0.4％）
電源開発促進税 3,070（0.3％）
その他の税収 1,020（0.1％）
印紙収入 10,300（0.9％）

令和７年度の一般会計予算における歳入のうち税収は約78兆円を見込んでいます。本来、その年の
歳出はその年の税収やその他収入で賄うべきですが、令和７年度予算では歳出全体の約４分の３しか
賄えていません。この結果、残りの約４分の１を公債金すなわち借金に依存しており、これは将来世代
の負担となります。

（（２２））歳歳入入内内訳訳

（単位：億円）予算（令和７年度）

うち防衛力強化
のための対応

26,659
(2.3％)
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我が国財政は歳出が税収を上回る状況が続いています。その差の多くは借金（建設公債・特例公債）
によって賄われています。

２．一般会計における歳出・歳入の状況

（注１）令和６年度までは決算、令和７年度は予算による。点線は当初予算による。
（注２）特例公債発行額は、平成２年度は湾岸地域における平和回復活動を支援する財源を調達するための臨時特別公債、平成６～８年度は消費税率３％から

５％への引上げに先行して行った減税による租税収入の減少を補うための減税特例公債、平成23年度は東日本大震災からの復興のために実施する施策の
財源を調達するための復興債、平成24年度及び25年度は基礎年金国庫負担２分の１を実現する財源を調達するための年金特例公債を除いている。
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（兆円）

一般会計税収（点線は当初予算ベース）

建設公債発行額

特例公債発行額

一般会計歳出（点線は当初予算ベース）
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特例公債発行額（左軸）

公債依存度（右軸）

（％）

建設公債発行額（左軸）

令和７年度の公債依存度（公債発行額／一般会計歳出）は24.9％と見込まれています。

３．公債発行額、公債依存度の推移

（年度）

（注１）令和６年度までは決算、令和７年度は予算による。

（注２）特例公債発行額は、平成２年度は湾岸地域における平和回復活動を支援する財源を調達するための臨時特別公債、平成６～８年度は消費税率

３％から５％への引上げに先行して行った減税による租税収入の減少を補うための減税特例公債、平成23年度は東日本大震災からの復興のために

実施する施策の財源を調達するための復興債、平成24年度及び25年度は基礎年金国庫負担２分の１を実現する財源を調達するための年金特例公

債を除いている。

（注３）公債依存度は公債発行額を一般会計歳出総額で除して算出。

(1975) （1980） （1985） （1990） （1995） （2000） （2005） （2010） （2015） （2020） (2025)
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（兆円）

グラフ タイトル

建設公債
残高

特例公債残高

復興債残高

４．普通国債残高の累増

普通国債残高は、累増の一途をたどり、令和７年度末には1,129兆円に上ると見込まれています。

（1965） （1970） （1975） （1980） （1985） （1990） （1995） （2000） （2005） （2010） （2015） （2020） (2025)

（年度末）

（注１）令和６年度末までは実績、令和７年度末は予算に基づく見込み。
（注２）普通国債残高は、建設公債残高、特例公債残高及び復興債残高。特例公債残高は、昭和40年度の歳入補填債、国鉄長期債務、国有林野累積債務等

の一般会計承継による借換債、臨時特別公債、減税特例公債、年金特例公債、GX経済移行債及び子ども・子育て支援特例公債を含む。

（注３）令和７年度末の翌年度借換のための前倒債限度額を除いた見込額は1,074兆円程度。
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社会保障基金債務　２３兆円

独法等債務　２９兆円

①国と地方の公債等残高 ②国及び地方の長期債務残高 ③国債及び借入金現在高 ④ 一 般 政 府 債 務 残高

<令和７年度末見込> <令和７年度末見込> <令和７年度末見込> <令和５年度末実績>

【内閣府計量分析室】 【財務省主計局調査課】 【財務省理財局国債企画課】 【内閣府経済社会総合研究所】

借入金等　８１兆円
一般会計借入金６兆円

普通国債
１，１２９兆円
（１，０７４兆円）

普通国債
１，１２９兆円
（１，０７４兆円）

普通国債
１，１２９兆円

（１，０７４兆円）

１，４７４兆円
（１，４１９兆円）

１，４４１兆円

財投債　９１兆円１，３３０兆円
(１，２７５兆円)

地方政府債務　１７５兆円１，２９１兆円
（１，２３６兆円）

政府短期証券　１９９兆円
地方債等　１７２兆円

国債　９９１兆円

地方債１３１兆円
国庫短期証券　１４２兆円

借入金等　５６兆円交付税特会借入金　２６兆円
借入金等　３０兆円

利払・償還財源が主として税財
源により賄われる国・地方の長
期債務を集計したもの。

市場からの調達など、国の資
金調達活動の全体像を示す
ための残高

交付税特会の借入金26兆円を含む

交付税特会の借入金26兆円を含む

一般的な政策経費から発生
した長期債務を集計したもの。

国際比較に資するため、世界共
通の基準（SNA)に基づき、一般
政府（中央政府、地方政府及び
社会保障基金）の債務残高を集
計したもの。

交付税特会の借入金29兆円を含む

１，２８２兆円

（１，２２７兆円）

※復旧・復興対策、ＧＸ対策

及びＡＩ・半導体支援の経費

及び財源の金額を除くベース

中
央
政
府
債
務

５５６兆円

（参考）一般政府純債務残高

普通国債以外にも借入金や地方債などの長期債務が存在します。これらを国・地方の双方について
集計した「国及び地方の長期債務残高」は、令和７年度末に1,330兆円（対GDP比209％）に達する見込
みです。

５．国及び地方の長期債務残高

（注１） 「交付税特会」とは、「交付税及び譲与税配付金特別会計」を指す。
（注２） ( )内は、翌年度借換のための前倒債限度額（55.0兆円）を除いた値。
（注３） 令和７年度末の普通国債は、復興債（約4.6兆円）を含む値。
（注４） ①の一般会計借入金とは交付税特会借入金の一部を一般会計に承継したもの。
（注５） ②の地方債等には、地方債、交付税特会借入金、地方公営企業債（普通会計負担分）（約14兆円）が含まれる。
（注６） ②及び③の借入金等＝借入金＋出資国債等。なお、②の借入金等は、地方の負担で償還される交付税特会借入金残高（約26兆円）を除いた値。
（注７） ④の国債は普通国債、交付国債及び承継国債、④の借入金等は出資国債等を含む。
（注８） ④の国債及び地方政府債務に含まれる地方債は時価ベース。
（注９） ①、②及び③は令和７年度予算及び地方債計画等に基づく見込み。
（注10）「一般政府純債務残高」は、「一般政府債務残高」から金融資産残高（一般政府）（約885兆円）を差し引いたもの。

（注１）ＧＤＰは、令和５年度までは実績値、令和６年度及び令和７年度は「中長期の経済財政に関する試算」（令和７年８月７日）による。
（注２）債務残高については、国は、令和６年度末までは実績値、令和７年度末は予算に基づく見込み、地方は、令和５年度末までは実績値、令和６年度

末及び令和７年度末については地方債計画等に基づく見込み。
（注３）東日本大震災からの復興のために実施する施策に必要な財源として発行される復興債及び、基礎年金国庫負担２分の１を実現する財源を調達す

るための年金特例公債、GX経済移行債、及び子ども・子育て支援特例公債を普通国債残高に含めている。
（注４）令和５年度末までの（ ）内の値は翌年度借換のための前倒債発行額を除いた計数。令和６年度末、令和７年度末の（ ）内の値は、翌年度借換の

ための前倒債限度額を除いた計数。
（注５）交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金については、その償還の負担分に応じて、国と地方に分割して計上している。なお、平成19年度初を

もってそれまでの国負担分借入金残高の全額を一般会計に承継したため、平成19年度末以降の同特会の借入金残高は全額地方負担分（令和７年
度末で26兆円）である。

（注６）このほか、令和７年度末の財政投融資特別会計国債残高は91兆円。

（参考）各種統計における債務残高

（単位：兆円）

平成2年度末 平成10年度末 平成15年度末 平成20年度末 平成23年度末 平成24年度末 平成25年度末 平成26年度末 平成27年度末 平成28年度末 平成29年度末 平成30年度末 令和元年度末 令和2年度末 令和3年度末 令和4年度末 令和5年度末 令和6年度末 令和7年度末

(1990 年度末) (1998 年度末) (2003 年度末) (2008 年度末) (2011 年度末) (2012 年度末) (2013 年度末) (2014 年度末) (2015 年度末) (2016 年度末) (2017 年度末) (2018 年度末) (2019 年度末) (2020 年度末) (2021 年度末) (2022 年度末) (2023 年度末) (2024 年度末) (2025 年度末)

＜ 実 績 ＞ ＜ 実 績 ＞ ＜ 実 績 ＞ ＜ 実 績 ＞ ＜ 実 績 ＞ ＜ 実 績 ＞ ＜ 実 績 ＞ ＜ 実 績 ＞ ＜ 実 績 ＞ ＜ 実 績 ＞ ＜ 実 績 ＞ ＜ 実 績 ＞ ＜ 実 績 ＞ ＜ 実 績 ＞ ＜ 実 績 ＞ ＜ 実 績 ＞ ＜ 実 績 ＞ ＜国：実績、
地方：見込み＞

＜予算＞

国
199 390 493 573 694 731 770 800 834 859 881 901 914 973 1,017 1,053 1,080 1,106 1,159

( 197 ) ( 387 ) ( 484 ) ( 568 ) ( 685 ) ( 720 ) ( 747 ) ( 772 ) ( 792 ) ( 815 ) ( 832 ) ( 850 ) ( 870 ) ( 964 ) ( 1,002 ) ( 1,037 ) ( 1,055 ) ( 1,081 ) ( 1,104 )

普通国債
残高

166 295 457 546 670 705 744 774 805 831 853 874 887 947 991 1,027 1,054 1,080 1,129

( 165 ) ( 293 ) ( 448 ) ( 541 ) ( 660 ) ( 694 ) ( 721 ) ( 746 ) ( 764 ) ( 786 ) ( 805 ) ( 823 ) ( 843 ) ( 937 ) ( 976 ) ( 1,012 ) ( 1,029 ) ( 1,055 ) ( 1,074 )

対ＧＤＰ比
37% 55% 87% 106% 134% 141% 145% 148% 149% 152% 154% 157% 159% 176% 179% 181% 177% 175% 177%

( 37% ) ( 55% ) ( 85% ) ( 105% ) ( 132% ) ( 139% ) ( 141% ) ( 142% ) ( 141% ) ( 144% ) ( 145% ) ( 148% ) ( 151% ) ( 174% ) ( 176% ) ( 178% ) ( 173% ) ( 171% ) ( 168% )

地 方 67 163 198 197 200 201 201 201 199 197 196 194 192 192 191 187 183 178 172 

対ＧＤＰ比 15% 30% 38% 38% 40% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 35% 35% 36% 34% 33% 31% 29% 27%

国・地方
合計

266 553 692 770 895 932 972 1,001 1,033 1,056 1,077 1,095 1,106 1,165 1,208 1,239 1,262 1,284 1,330

( 264 ) ( 550 ) ( 683 ) ( 765 ) ( 885 ) ( 921 ) ( 949 ) ( 972 ) ( 991 ) ( 1,012 ) ( 1,028 ) ( 1,044 ) ( 1,062 ) ( 1,156 ) ( 1,193 ) ( 1,224 ) ( 1,238 ) ( 1,259 ) ( 1,275 )

対ＧＤＰ比
59% 103% 131% 149% 179% 187% 190% 191% 191% 194% 194% 197% 199% 216% 218% 219% 212% 208% 209%

( 59% ) ( 103% ) ( 130% ) ( 148% ) ( 177% ) ( 184% ) ( 185% ) ( 186% ) ( 183% ) ( 186% ) ( 185% ) ( 188% ) ( 191% ) ( 215% ) ( 215% ) ( 216% ) ( 208% ) ( 204% ) ( 200% )
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（兆円）

地方交付税交付金等
（＋93兆円）

社会保障関係費
（＋約494兆円）

その他歳出（除く債務償還費）公共事業関係費（＋約70兆円）

特例公債の発行から脱却することのできた平成２年度以降の普通国債残高の累増について見ると、
歳出面では、高齢化の進行等に伴う社会保障関係費の増加や地方交付税交付金等の増加が主要因と
なっています。また、歳入面では、過去の景気の悪化や減税による税収の落ち込みが主要因となってい
ます。

６．普通国債残高の増加要因

平成２年度末から令和７年度末にかけての普通国債残高増加額：約958兆円

歳出の増加要因 ： ＋約735兆円

税収等の減少要因 ： ＋約36兆円

 ： ＋約99兆円

その他の要因（国鉄等債務承継など） ： ＋約87兆円

部部分分だだけけでで普普通通国国債債残残高高

増増加加額額のの７７割割程程度度をを占占めめるる。。

（注１）令和６年度までは決算、令和７年度は予算による。ただし、令和７年度歳出額には、令和６年度から令和７年度への繰越額を含む。

（注２）復興債（平成23年度は一般会計において、平成24年度以降は東日本大震災復興特別会計において負担）を普通国債残高からは除くとともに（令

和７年度末で4.6兆円）、平成23年度歳出のうち復興債発行に係るもの（7.6兆円）を除いている。

（注３）税収のうち交付税法定率分は、歳入歳出両建てである（増減が残高の増加に影響しない）ため、歳出・歳入双方の増減要因から控除し、地方交

付税交付金等のうちの交付税法定率分以外の部分（地方の財源不足補てん部分等）を歳出の増加要因として計上している。

（注４）平成２年度の収支差分は、債務償還費を除いた歳出から公債金以外の歳入を差し引いたもの。

(1990)(1991)(1992)(1993)(1994)(1995)(1996)(1997)(1998)(1999)(2000)(2001)(2002)(2003)(2004)(2005)(2006)(2007)(2008)(2009)(2010)(2011)(2012)(2013)(2014)(2015)(2016)(2017)(2018)(2019)(2020)(2021)(2022)(2023)(2024)(2025)

（年度）

（年度）

平成２年度の収支差分による影響
（約2.8兆円（平成２年度収支差分）×35年分（平成３～令和７年度））

(1990)(1991)(1992)(1993)(1994)(1995)(1996)(1997)(1998)(1999)(2000)(2001)(2002)(2003)(2004)(2005)(2006)(2007)(2008)(2009)(2010)(2011)(2012)(2013)(2014)(2015)(2016)(2017)(2018)(2019)(2020)(2021)(2022)(2023)(2024)(2025)
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（兆円）

税収減（＋約140兆円）

その他収入
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公共事業
6.1

文教・科技
5.7

その他
9.4

防衛
8.7

社会保障
38.3

(33.2%)

交付税
18.9 債務償還費

17.7
利払費等

10.5

税収
77.8

その他収入
8.7

建設国債
6.8

特例国債
21.9

７．平成２年度と令和７年度における国の一般会計歳入歳出の比較

（単位 ： 兆円）

特例公債の発行から脱却することのできた平成２年度予算と比較すると、令和７年度予算では、社会
保障関係費が大幅に増え、特例公債で賄っています。

公共事業

6.2
文教・科技

5.1

その他

9.6

防衛

4.2

社社会会保保障障

1111..66  
交付税

15.3 債務償還費

3.1 

利払費等

11.2 （（1177..55％％））

【平成２（1990）年度当初予算】

歳入
66.2

歳出
66.2

歳入
115.2

歳出
115.2

【令和７（2025）年度予算】

＋＋4499..00 + 4.8 ＋＋2266..77

一般歳出

（注）括弧内は一般会計歳出に占める社会保障関係費の割合。

＋＋1133..99+ 3.6

国債費
14.3

決算
60.1

税収

58.0 

その他

収入

2.6 

建設国債

5.6 

（参考）一般会計税収の推移

（年度）

国債費
28.2

60.1

51.9 50.7
49.1

41.5

56.3

60.8

72.1
75.2

7777..88

26.0

19.5
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21.2

2222..77
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1199..22
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10.0 
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(1990)
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(2020)
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(2024)
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（兆円）

法人税(右軸)

一般会計税収計(左軸)

消費税(右軸)

所得税(右軸)

（兆円）

（注）令和６年度以前は決算額、令和７年度は予算額である。
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我が国は諸外国と比べ、給付と負担のバランスが不均衡の状態に陥っており、制度の持続可能性を

確保するための改革が急務です。

８．ＯＥＣＤ諸国における社会保障支出と国民負担率の関係

国民負担率（対GDP比）

（％）

一
般
政
府
の
社
会

保
障
支
出
（
対

G
D

P
比
）

（％）

○ 右図の青線は、（特例公債発行から脱却した1990年度におけ
る非社会保障支出対GDP比を前提として、）社会保障の給付と
負担のバランスがとれ、プライマリーバランスが均衡している状
況を示しています。この青線よりも上に位置している年度は、社
会保障給付を租税と社会保険料等（国民負担）で賄えておらず、
プライマリーバランスが赤字となっていることを意味しています。

○ 日本は、戦後、高度経済成長に伴い負担とバランスがとれた
形で給付を増やしてきました。

○ しかしながら、1990年度以降は、少子高齢化に伴い、社会保
障給付費が増大する一方で、それに見合った負担は確保され
ておらず、給付と負担がアンバランスとなっていることがわかり
ます。引き続き、社会保障の持続可能性を高めるため、歳出・
歳入両面の改革の取組を続けていくことが必要です。

（参考）日本の社会保障支出と国民負担率の変遷

オーストラリア

オーストリア

ベルギー

チェコ

デンマーク

エストニア

フィンランド フランス

ドイツ

ギリシャ

ハンガリー

アイスランド

アイルランド
イスラエル

イタリア

日本（2015）

韓国

ラトビア

ルクセンブルク

オランダ

ノルウェー

ポーランド

ポルトガル

スロバキア

スロベニア
スペイン

スウェーデン

スイス

英国

米国
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20 25 30 35 40 45 50

日本（2015）

日本（2060）

改革を行わない場合、
社会保障支出が膨張

日本（1955）

日本（1980） 日本（1990）

日本（2015）

日本（2060）

5

10

15

20

25

30

35

15 20 25 30 35 40 45

国民負担率(対GDP比)

国国民民負負担担のの
引引上上げげ

成成長長率率をを上上回回るる給給付付のの伸伸びび

給給付付のの伸伸びびのの抑抑制制
（（社社会会保保障障制制度度のの改改革革））

組組みみ合合わわせせ

(出所） 内閣府「国民経済計算」。ただし、社会保障支出は、1955年の日本の値については国立
社会保障・人口問題研究所「社会保障費用統計」における社会保障給付費。

（注１） ここでのプライマリーバランスは「国民負担率－（社会保障支出＋非社会保障支出〔利払 
費を除く〕）」 （いずれの値も対ＧＤＰ比）として簡便に捉えたものであり、ＳＮＡベースの
プライマリーバランスとは異なる。

（注２） 非社会保障支出は、1990年度は対ＧＤＰ比約15.8％であり、それ以降もほぼ同水準（15％
台）で推移している。

一
般

政
府
の
社
会
保
障
支
出

(対
G

D
P
比

)

（％）

（％）

（出所）国民負担率： OECD “National Accounts”、“Revenue Statistics”、 内閣府「国民経済計算」等。
   社会保障支出： OECD “National Accounts”、内閣府「国民経済計算」。
（注１） 数値は一般政府（中央政府、地方政府、社会保障基金を合わせたもの）ベース。
（注２） 日本は2015年度実績、諸外国は2015年実績（アイスランド、オーストラリアについては2014年実績）。
（注３） 日本の2060年度は、財政制度等審議会「我が国の財政に関する長期推計（改訂版）」（2018年４月６日 起草検討委員提出資料）より作成。
（注４） 網掛け部分は、日本・諸外国の各座標とその回帰線からの距離の９５％信頼区間を表している。
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我が国の国民負担率は、諸外国と比べて低いのが現状です。我が国の財政や社会保障の仕組みを
持続的なものとしていくためには、高齢化に伴う社会保障給付費の増加と国民の負担の関係について、
国民全体で議論していく必要があります。

９．国民負担率の国際比較

国民負担率（対国民所得比）のOECD諸国との比較

：社会保障負担率

：租税負担率

（対
国
民
所
得
比
：％
）

【国民負担率＝租税負担率＋社会保障負担率】 【潜在的国民負担率＝国民負担率＋財政赤字対国民所得比】

租税負担率

社会保障負担率

財政赤字対国民所得比

（対国民所得比：％（括弧内は対GDP比））

フランス
（2022年）

スウェーデン
（2022年）

ドイツ
（2022年）英国

（2022年）

米国
（2022年）

日本
（2025年度）

日本
（2022年度）

（％）

（注１）日本の2025年度（令和７年度）は見通し（令和７年度予算に基づくもの）、2022年度（令和４年度）は実績。諸外国は2022年実績値。
（注２） 財政収支は、一般政府（中央政府、地方政府、社会保障基金を合わせたもの）ベース。

  ただし、日本については、社会保障基金を含まず、米国については、社会保障年金信託基金を含まない。
（出典）日本：内閣府「国民経済計算」等 諸外国：OECD “National Accounts”、 “Revenue Statistics”、 “Economic Outlook 116”（2024年12月）、アメリカ

商務省経済分析局

（注１） OECD加盟国38カ国中36カ国。オーストラリアについては推計による暫定値。それ以外の国は実績値。
 コロンビア及びアイスランドについては、国民所得の計数が取得できないため掲載していない。

（注２） 括弧内の数字は、対GDP比の国民負担率。
（出典）日本：内閣府「国民経済計算」等 諸外国：OECD “National Accounts”、 “Revenue Statistics”、アメリカ商務省経済分析局

国民負担率 46.2 (34.0) 48.4 (34.9) 36.4 (27.9) 49.7 (37.0) 55.9 (41.4) 55.5 (37.0) 68.1 (47.7)

潜在的
国民負担率

48.8 (35.9) 54.6 (39.5) 41.1 (31.5) 55.9 (41.6) 58.8 (43.6) 55.5 (37.0) 74.8 (52.4)
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10．ＯＥＣＤ諸国の政府支出及び収入の関係

政政府府のの総総支支出出（（22002222）） 政政府府のの社社会会保保障障支支出出（（22002222）） 政政府府のの社社会会保保障障以以外外のの支支出出（（22002222））

政府の総支出はOECD諸国の中でやや低い水準となっており、その内訳を見ると、社会保障以外の支
出は低く、社会保障支出は、高齢化を反映して中程度となっています。一方で、租税収入や財政収支は、
OECD諸国と比較して、低い水準となっています。

政政府府のの租租税税収収入入（（22002222）） 政政府府のの財財政政収収支支（（22002222））

日本

Ｇ７

その他

（出所）財政収支以外：内閣府「国民経済計算」 、OECD “National Accounts” “Revenue Statistics”等、財政収支：OECD “Economic Outlook 117”（2025年６月３日）
（注１）オーストラリアについては推計による暫定値。それ以外の国は実績値。
（注２）数値は一般政府（中央政府、地方政府、社会保障基金を合わせたもの）ベース。
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11．財政収支・プライマリーバランス対ＧＤＰ比の推移

我が国の財政収支とプライマリーバランス対GDP比は、赤字が続いています。

（出所）内閣府「国民経済計算」、「中長期の経済財政に関する試算」（令和７年８月７日）

（注１）昭和55年度から平成５年度までは、93SNAベース。平成６年度以降は、08SNAベース。
（注２）平成13年度以前の国財政収支、国・地方財政収支は内閣府「国民経済計算」による。平成14年度以降の国財政収支、国・地方財政収支は内閣府「中長期の経済財政

に関する試算」（令和７年８月７日）（復旧・復興対策、ＧＸ対策及びＡＩ・半導体支援の経費及び財源の金額を除いたベース）により、単年度限りの特殊要因を除いている
ことに留意。

（出所）内閣府「国民経済計算」、「中長期の経済財政に関する試算」（令和７年８月７日）

（注１）昭和55年度から平成５年度までは、93SNAベース。平成６年度以降は、08SNAベース。
（注２）平成13年度以前の国PB、国・地方PBは内閣府「国民経済計算」による。平成14年度以降の国PB、国・地方PBは内閣府「中長期の経済財政に関する試算」（令和７年

８月７日）（復旧・復興対策、ＧＸ対策及びＡＩ・半導体支援の経費及び財源の金額を除いたベース）により、単年度限りの特殊要因を除いていることに留意。
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我が国の財政収支は、他の主要国と同様に平成20年（2008年）秋のリーマンショックの影響による悪
化から改善傾向にありましたが、新型コロナウイルス感染症への対応のため、令和２年（2020年）は大
幅な赤字となりました。その後、再び改善傾向にあるものの、赤字が続いています。

12．財政収支の国際比較（対ＧＤＰ比）

（出所）OECD “Economic Outlook 117” (2025年6月3日)
（注１）数値は一般政府（中央政府、地方政府、社会保障基金を合わせたもの）ベース。
（注２）日本は2024年から2025年、それ以外の国々は2025年が推計値。
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２
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４
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イタリア ▲ 3.5 ▲ 3.0 ▲ 2.9 ▲ 2.8 ▲ 2.5 ▲ 2.4 ▲ 2.5 ▲ 2.2 ▲ 1.5 ▲ 9.4 ▲ 8.9 ▲ 8.1 ▲ 7.2 ▲ 3.4 ▲ 3.1
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13．プライマリーバランスの国際比較（対ＧＤＰ比）

諸外国と比べても突出した水準となっている債務残高対GDP比を安定的に引き下げていくためには、
PBの黒字化が必要です。我が国のPBは新型コロナウイルス感染症への対応のため、令和２年
（2020年）は大幅な赤字となりました。その後、改善傾向にあるものの、赤字が続いています。

（出所）OECD “Economic Outlook 117” (2025年6月3日)
（注１）数値は一般政府（中央政府、地方政府、社会保障基金を合わせたもの）ベース。
（注２）日本は2024年から2025年、それ以外の国々は2025年が推計値。
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(2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025)

1 マカオ 0.0%…

5 香港 6.3%…

84 韓国 50.7%…

111 ドイツ 62.9%…

139 中国 82.0%…

156 英国 100.4%

…

159 カナダ 107.7%

160 フランス 109.7%…

165 米国 119.0%…

168 イタリア 134.6%…

170 ギリシャ 165.2%

171 シンガポール 172.8%

172 日本 240.0%

14．債務残高の国際比較（対ＧＤＰ比）

債務残高の対GDP比は、Ｇ７諸国のみならず、その他の諸外国と比べても突出した水準となっていま
す。

暦 年
平成22
(2010)

23
(2011)

24
(2012)

25
(2013)

26
(2014)

27
(2015)

28
(2016)

29
(2017)

30
(2018)

令和元
(2019)

２
(2020)

３
(2021)

４
(2022)

５
(2023)

６
（2024）

７
（2025）

日 本 205.9 219.2 226.1 229.5 233.3 228.3 232.4 231.3 232.4 236.4 258.4 253.7 248.3 240.0 236.7 234.9

米 国 95.3 99.7 103.2 104.5 104.4 104.9 106.8 105.7 107.0 108.2 132.0 124.7 118.8 119.0 120.8 122.5

英 国 75.9 81.4 84.5 85.3 87.1 87.9 87.8 86.7 86.3 85.7 105.8 105.1 99.6 100.4 101.2 103.9

ド イ ツ 81.0 78.5 79.8 77.4 74.5 71.2 68.3 64.0 60.8 58.7 68.0 68.1 65.0 62.9 63.9 65.4

フランス 86.3 88.7 91.7 94.5 96.1 96.9 98.1 98.7 98.5 98.1 114.8 112.7 111.3 109.7 113.1 116.3

イタリア 118.7 119.1 125.9 131.8 134.8 134.7 134.2 133.7 134.1 133.8 154.3 145.7 138.3 134.6 135.3 137.3

カ ナ ダ 84.0 84.3 87.2 87.6 85.5 92.0 92.4 90.9 90.8 90.2 118.1 112.6 104.2 107.7 110.8 112.5

＜主要先進国の推移＞＜全世界における順位（172ヵ国・地域中）＞

日本

イタリア

フランス

英国

米国

ドイツ

（出所）IMF “World Economic Outlook” （2025年４月）
（注１）数値は一般政府（中央政府、地方政府、社会保障基金を合わせたもの）ベース。
（注２）日本及びフランスは、2024年及び2025年が推計値。それ以外の国は、2025年が推計値。

（暦年）

※ 数値は令和５年（2023年）の値。
 2023年が推計値又は数値不明の国は除く。
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■■  ＯＯＥＥＣＣＤＤ「「対対日日経経済済審審査査報報告告書書（（平平成成2277年年４４月月1155日日公公表表））」」

・ ババラランンススシシーートト上上のの資資産産をを評評価価すするるここととはは、、高高いい水水準準のの公公的的債債務務にに起起因因すするる脆脆弱弱性性をを否否定定すするるももののででははなないい。資資産産
のの多多くくはは流流動動性性にに乏乏ししいいかか、、ままたたはは市市場場性性ががななくく、、短短期期的的なな資資金金調調達達やや赤赤字字補補填填にに適適ううももののででははなないい。資産の評価
価値は債務よりも変動が大きく、景気循環と強く連動するおそれがある。これは、資資金金調調達達需需要要がが最最もも差差しし迫迫っったたよようう
なな状状況況ににおおいいててはは、、資資産産価価値値ももどどんん底底ままでで落落ちちてていいるる可可能能性性ががああるることを意味する。したがって、総総債債務務やや財財政政赤赤字字、、
資資金金調調達達需需要要をを評評価価すするるここととがが、、財財政政政政策策ににととっってて重重要要ででああるるここととにに変変わわりりははなないい。」

・ 非非金金融融資資産産はは、、建建造造物物ややイインンフフララ、、土土地地などである。これらの多くは公的な資本ストックであり、経済的・社会的な成
果を導く上で不可欠な役割を担うものである。一方で、これらは概概ししてて流流動動性性にに乏乏ししくく市市場場性性ももなないいかか、、ままたたはは中中長長期期
的的にに見見たた場場合合ににののみみ市市場場性性をを有有すするるににすすぎぎなないい（例：民営化）。

・・ 金金融融資資産産はは、、ししばばししばば市市場場性性ががあありり、、相相対対的的にに流流動動性性ががああるるがが、、公公的的企企業業がが保保有有すするる直直接接貸貸付付金金やや非非上上場場株株式式はは
そそのの例例外外でであありり、、評評価価のの信信頼頼性性にに乏乏ししいいときもある。

・ 政府資産が大きく蓄積していることは念頭に置いておく必要があるものの、公公的的部部門門のの現現状状をを概概ししててみみるるたためめににはは、、総総
債債務務残残高高がが最最ももよよいい手手法法ででああるるとと思思わわれれるる。

・ 道道路路やや公公共共施施設設ななどどのの有有形形固固定定資資産産は政府資産の４分の１以上であり、これらは有有事事のの際際のの現現金金化化はは容容易易ででははなないい。

（コラム①）我が国の資産の見方について

＜ 全世界における順位（84ヵ国・地域中） ＞ ＜ 主要先進国の推移 ＞

※ 数値は令和５年（2023年）の値。
2023年が推計値又は数値不明の国は除く。

（参考②）純債務残高対ＧＤＰ比の国際比較

（暦年）

（％）

ドイツ

イタリア

英国

フランス

カナダ

米国

1 ノルウェー ▲110.6%

2 ルクセンブルク ▲6.1%

3 カザフスタン 0.2%…

6 韓国 7.4%…

11 カナダ 14.4%…

47 ドイツ 46.2%…

75 英国 91.8%…

78 米国 94.0%…

80 フランス 101.6%

81 カーボベルデ 102.8%

82 バルバドス 110.6%

83 イタリア 124.1%

84 日本 136.0%

仮に、政府の総債務残高から政府が保有する金融資産（国民の保険料からなる年金積立金等）を差し引い
た純債務残高で見ても、我が国は諸外国と比べて高い水準となっています。

（参考①）ＩＭＦやＯＥＣＤの資産の見方

政府が保有する資産の多くは、市場での売却可能性がないか、あっても財政危機時における価値下落の可
能性があること等に留意する必要があります。このため、まずは総債務によって財政状況の評価を行うべきで
す。
なお、財政健全化目標のメルクマールとされている「国・地方の公債等残高」に含まれない債務（公的年金預

り金、財投債など）の見合資産は、財政健全化とは直接関係しません。

■■  ＩＩＭＭＦＦ「「FFiissccaall MMoonniittoorr（（平平成成3300年年1100月月））」」

(2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025)

日本

（出所）IMF “World Economic Outlook” （2025年４月）
（注１）数値は一般政府（中央政府、地方政府、社会保障基金を合わせたもの）ベース。
（注２）右図の日本及びフランスは、 2024年及び2025年が推計値。それ以外の国は、2025年が推計値。 
（注３）純債務残高は、債務残高から金融資産（通貨・預金、負債証券等）を差し引いたもの。
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